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高層マンションの建築・分譲において、近

隣住民が景観利益、圧迫感のない生活利益、

日照権及びプライバシー権を侵害されたとし

て、損害賠償等を求めた事案において当該マ

ンションの一部撤去請求及び損害賠償請求が

否認される一方、建築工事に伴う同住民の騒

音被害については受忍限度を超えるとして慰

謝料請求が一部認容された事例（東京地裁

平成17年11月28日判決　一部認容　一部棄却

（控訴） 判例時報1926号73頁）

１　事案の概要

本件は、建設工事請負や不動産売買などを

業とする株式会社Ｙらが、東京都世田谷区及

び目黒区にまたがって所在する土地（以下

「本件土地」という。）を東京都などから購入

し、Ｙを主施工者としていわゆる分譲マンシ

ョン（以下「本件建物」という。）を建築し

て分譲したところ、本件土地の近隣地域に居

住するＸらが、盧本件建物により受忍限度を

超えて、①景観権又は景観利益、②圧迫感の

ない生活利益、③日照権及び④プライバシー

権を侵害されたと主張して、本件建物のうち

高さ12メートルを超える部分の撤去を求める

とともに、盪上記①から④までの各法益の侵

害による被害に加え、本件各建物の建築工事

に関し騒音・振動・粉塵等にさらされたこと

による精神的な被害、本件工事の振動による

原告ら所有建物損傷の被害及び本件建物の建

築による原告らの所有不動産の価値下落とい

う被害を被ったなどと主張して、不法行為に

基づく損害賠償として、財産的、精神的損害

及び弁護士費用相当額の損害の賠償を求めた

事案である。

２　判決の要旨

裁判所は、次のように判断して、建築工事

に伴う損害賠償請求の一部を認容したが、そ

の余の請求を棄却した。

盧　本件建物の一部撤去請求について

Ｘらは、景観権又は景観利益が成立するた

めの要件として、① 特定地域内において、

当該地域の地権者等による土地利用の自己規

制の継続により、相当の期間、ある特定の人

工的な景観が保持され、社会通念上もその特

定の景観が良好なものと認められ、地権者ら

の所有する土地に付加価値を生み出した場合

であること、及び② 景観の内容と利益の享

受主体が明確であることの二点を挙げた上

で、本件における景観利益は、「Ａ地区（目

黒区）地区計画」及び「Ｂ地区（世田谷区）

地区計画案」の対象地域内の地権者及び借地

権者をその享受主体とし、その対象地域内に

おいては、建物の高さが12ｍを超えないこと

（高くても、周辺の建物との連続性・共通性

から20ｍを超えないこと）を内容とするもの

で、Ｘらは、そのような景観が確立していた

旨主張している。

しかしながら、原告らが景観権又は景観利

益が成立するための要件として主張するもの
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のうち、第一の要保護性に関する事項の前提

となる事実及び第二の要件を構成する重要な

事実については、それを認めることができず、

原告らが主張する内容の景観が本件土地周辺

において確立していたものと認めることはで

きない。よって、その侵害を理由とする本件

建物の一部撤去請求は、理由がない。また、

圧迫感のない生活利益、日照権及びプライバ

シー権の侵害に基づく撤去請求については、

本件建物は建築関係法規等の法令の要件を満

たすものとして建築されていることや、Ｘら

が指摘するＹらの本件土地取得、本件建物建

築の経緯、交渉態度等において、社会的に相

当性に欠ける点があったと認めることができ

ない。こうしたことを総合的に検討すると、

これらの被害が一般社会生活上受忍すべき程

度を超えるものであると認めることはできな

い。

したがって、上記各法益の侵害を理由とす

る本件建物の一部撤去を求める請求は、理由

がない。

盪　損害賠償請求について

Ｘらのうち21名は、少なくとも約３か月間

にわたり、平日及び土曜日の日中、その自宅

付近の屋外において、また、その室内におい

ても相当の騒音にさらされていたものと認め

られる。本件工事の解体工事に伴い発生して

いた騒音は、その音の大きさ及びその期間の

点において、周辺の生活環境に対し深刻な影

響を及ぼし得るものであり、右騒音により、

一般社会生活上受忍すべき程度を超えた精神

的な苦痛を受けたものと認めることができ、

その精神的損害の程度は、騒音にさらされて

いた時間の長さに関係すると解される。した

がって、ＸらはＹらに対し、その騒音にさら

されていた時間の長さに応じた慰謝料を請求

することができる。

３　まとめ

マンションによる景観侵害が問題となった

事例として、いわゆる国立マンション訴訟が

あるが、前号（No.64－62頁）でも紹介した

ように、最判平成18年３月30日は、「景観権」

までは認めなかったものの、良好な景観の恩

恵を享受する近隣住民には法律上保護すべき

「景観利益」があると認定した。平成17年６

月の景観法全面施行とも相まって、今後、景

観利益に対する関心は更に高まると思われる

が、本判決は、Ｘらの主張による景観権又は

景観利益の成立要件に関する詳細な事実認定

を行った上で、Ｘらが主張する内容の景観が

本件土地周辺において確立していたとはいえ

ないとした。

なお、騒音被害が違法な権利侵害となるか

どうかについて、最高裁は「侵害行為の態様、

侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、地域

環境、侵害行為の開始とその後の経過及び状

況、被害防止に関する措置の有無及び内容、

効果等諸般の事情を総合的に考察して、被害

が一般社会生活上受忍すべき限度を超えるも

のであるかどうかによって決すべきである」

（平成６年３月24日判決）としており、本判

決も、諸般の事情を総合的に考慮した上で受

忍限度を超えると認定した。本判決は、マン

ション建設をめぐる様々な問題を扱ってお

り、同種の事例の参考になると思われる。




